
対応依頼対応依頼対応依頼対応依頼

長門市地域見守り活動「まめネット」フロー図

協力事業者協力事業者協力事業者協力事業者

要援護者（高齢者、障害者等）要援護者（高齢者、障害者等）要援護者（高齢者、障害者等）要援護者（高齢者、障害者等）

（緊急の場合）（緊急の場合）（緊急の場合）（緊急の場合）連絡・報告連絡・報告連絡・報告連絡・報告

≪≪≪≪通報窓口通報窓口通報窓口通報窓口≫≫≫≫
長門市役所長門市役所長門市役所長門市役所 地域福祉課地域福祉課地域福祉課地域福祉課

開庁時開庁時開庁時開庁時 地域福祉係地域福祉係地域福祉係地域福祉係 ＴＥＬＴＥＬＴＥＬＴＥＬ0837-23-1245

閉庁時閉庁時閉庁時閉庁時 市役所宿直市役所宿直市役所宿直市役所宿直 ＴＥＬＴＥＬＴＥＬＴＥＬ0837-22-2111

警察署

消防署

宅配・配送宅配・配送宅配・配送宅配・配送

異常確認・通報異常確認・通報異常確認・通報異常確認・通報

（要援護者ごとに振り分け）（要援護者ごとに振り分け）（要援護者ごとに振り分け）（要援護者ごとに振り分け）

対応依頼対応依頼対応依頼対応依頼 対応依頼対応依頼対応依頼対応依頼

声かけ、見守り声かけ、見守り声かけ、見守り声かけ、見守り

まめかいねまめかいねまめかいねまめかいね！！！！

配達員等配達員等配達員等配達員等

≪こんな時は、ご連絡ください（例）≫≪こんな時は、ご連絡ください（例）≫≪こんな時は、ご連絡ください（例）≫≪こんな時は、ご連絡ください（例）≫
　●ポストに郵便物や新聞がたまっている　●ポストに郵便物や新聞がたまっている　●ポストに郵便物や新聞がたまっている　●ポストに郵便物や新聞がたまっている
　●何日も洗濯物が干したままになっている　●何日も洗濯物が干したままになっている　●何日も洗濯物が干したままになっている　●何日も洗濯物が干したままになっている
　●夜になっても家に明かりがつかない日が続いている　●夜になっても家に明かりがつかない日が続いている　●夜になっても家に明かりがつかない日が続いている　●夜になっても家に明かりがつかない日が続いている
　●在宅は確認できても返事がない、電話にでない　●在宅は確認できても返事がない、電話にでない　●在宅は確認できても返事がない、電話にでない　●在宅は確認できても返事がない、電話にでない
　●最近姿をみかけない　●最近姿をみかけない　●最近姿をみかけない　●最近姿をみかけない
　●ペットの状態が異常なとき　●ペットの状態が異常なとき　●ペットの状態が異常なとき　●ペットの状態が異常なとき
　●身だしなみが乱れている　●身だしなみが乱れている　●身だしなみが乱れている　●身だしなみが乱れている
　●家の中から大声で怒鳴る声が聞こえる　●家の中から大声で怒鳴る声が聞こえる　●家の中から大声で怒鳴る声が聞こえる　●家の中から大声で怒鳴る声が聞こえる
　●緊急を要する場合は、消防署や警察署に通報の後、市へも連絡　●緊急を要する場合は、消防署や警察署に通報の後、市へも連絡　●緊急を要する場合は、消防署や警察署に通報の後、市へも連絡　●緊急を要する場合は、消防署や警察署に通報の後、市へも連絡

　※所定の「連絡票」により、通報の宛先に電話連絡するとともに、　※所定の「連絡票」により、通報の宛先に電話連絡するとともに、　※所定の「連絡票」により、通報の宛先に電話連絡するとともに、　※所定の「連絡票」により、通報の宛先に電話連絡するとともに、

地域福祉課地域福祉課地域福祉課地域福祉課

地域福祉係地域福祉係地域福祉係地域福祉係 障害者支援係障害者支援係障害者支援係障害者支援係

保護係保護係保護係保護係

子育て支援課子育て支援課子育て支援課子育て支援課

社会福祉協議会社会福祉協議会社会福祉協議会社会福祉協議会地域包括ケア推進室地域包括ケア推進室地域包括ケア推進室地域包括ケア推進室

TEL 0837-27-0035

対応依頼対応依頼対応依頼対応依頼 対応依頼対応依頼対応依頼対応依頼

家族家族家族家族

親族親族親族親族
民生委員民生委員民生委員民生委員

児童委員児童委員児童委員児童委員
自治会長自治会長自治会長自治会長 医療機関医療機関医療機関医療機関介護サービス介護サービス介護サービス介護サービス

事業所事業所事業所事業所

情報提供依頼情報提供依頼情報提供依頼情報提供依頼

訪問対応依頼訪問対応依頼訪問対応依頼訪問対応依頼

〈〈〈〈夜間（早朝）・休日夜間（早朝）・休日夜間（早朝）・休日夜間（早朝）・休日〉〉〉〉

情報提供依頼情報提供依頼情報提供依頼情報提供依頼

・介護サービス利用状況・介護サービス利用状況・介護サービス利用状況・介護サービス利用状況

・通院情報等・通院情報等・通院情報等・通院情報等

　※所定の「連絡票」により、通報の宛先に電話連絡するとともに、　※所定の「連絡票」により、通報の宛先に電話連絡するとともに、　※所定の「連絡票」により、通報の宛先に電話連絡するとともに、　※所定の「連絡票」により、通報の宛先に電話連絡するとともに、
　　出来る限りFAXでの連絡もお願いします。　　出来る限りFAXでの連絡もお願いします。　　出来る限りFAXでの連絡もお願いします。　　出来る限りFAXでの連絡もお願いします。


